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◎議 長（佐々木博議員） 

あらためまして、皆さんこんにちは。定刻となりました。ただ今の出席議員は１９名

中、１７名であります。よって本議会は成立いたしました。只今より令和６年度第３回

田川地区斎場組合議会臨時議会を開会します。本日、竹下副管理者が公務のため欠席と

なっております。なお、本日の会議に欠席届のあった議員は、山下美穂様、美穂議員で

す。それでは議事に入ります前に黒土管理者からご挨拶がありますので、これを受けた

いと存じます。 

（「議長」と呼ぶ声あり） 

◎議 長（佐々木博議員） 

  黒土管理者どうぞ。 

◎管理者（黒土管理者） 

  皆様お疲れ様でございます。管理者の黒土でございます。 本日は公私とも、ご多忙

の中、本斎場組合臨時議会に御参集賜り、心からお礼申し上げます。このたび、本組合

を設立した昭和５３年から職員として採用され、本年４月からは会計年度任用職員とし

てではありますが、所長として４５年間従事いたしておりました松﨑紀公氏が９月末で

退職されましたのでご報告さしていただきます。また、後任に、併任ではございますが

福智町税務住民課長であります、仲村課長に１１月２５日付けで事務局長の辞令を交付

しましたので併せてご報告いたします。 

  なお、本日ご審議頂きます議案は「条例の制定」が３件、「条例の一部改正」が１件、

補正予算が１件でございます。慎重審議のうえご承認いただきますよう、よろしくお願

い申し上げます。 

◎議 長（佐々木博議員） 

  それでは仲村事務局長、一言挨拶をお願いします。 

（「議長」と呼ぶ声あり） 

◎議 長（佐々木博議員） 

  はい、仲村事務局長どうぞ  

◎事務局長（仲村福智町税務住民課長） 

  はじめまして、１１月２５日付けで事務局長を拝命しました、福智町税務住民課長の

仲村と申します。併任ではございますがよろしくお願いいたします。 

◎議 長（佐々木博議員） 

では、議事に移ります。日程第１「会期の決定」を議題といたします。お諮りします。

会期は本日の１日限りと致したいと思いますが、これにご異議ございませんか？ 

（「異議なし」の声あり） 

◎議 長（佐々木博議員） 

ご異議なしと認めます。よって会期は、本日１日限りと決します。次に移ります。日

程第２「会議録署名議員の指名について」を議題とします。会議録署名議員は、会議規

則第８７条の規定により議長において指名いたします。会議録署名議員には末廣聖法議

員、楠木静則議員を指名致します。よろしくお願いします。 

（「議長」と呼ぶ声あり） 

◎議 長（佐々木博議長） 

  はい、黒土管理者。 
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◎管理者（黒土管理者） 

  それでは、報告をさせていただきます。お手元に平成１３年の本組合決裁文書の写し

と筑紫野市、春日市、大野城市、太宰府市及び筑前町で構成しております「筑慈苑施設

組合」が制定しております条例等と本組合制定条例等との比較表、それから、本組合の

新たな組織図を資料として配布しておりますので、ご参照いただきますようお願いいた

します。なお、決裁文書につきましては議会終了後回収とさしていただきます。 

さて、皆様もご存じのとおり、一部事務組合も固有の地方公共団体でございます。こ

のため、職員の給与や勤務条件等に関係する人事条例等の規定につきましては、独自で

整備する必要がございます。このことから、平成１３年決裁文書の２枚目に記載してい

ますとおり、給与に関する条例など６つの条例について県の指導に基づき整備されてお

ります。しかしながら、分限に係る条例や懲戒に関する条例につきましては、地方公務

員法に基づき、条例を制定しなければならないにも関わらず、制定していないことが判

明したため、今回速やかに制定することとし、本臨時会に上程したところでございます。 

また、平成１３年に整備した給与に関する条例などは、決裁文書２枚目の最下部から

３枚目にかけて記載されておりますが、当時の田川市の条例の条項全てを引用して作成

しております。このため、この時に制定しました給与条例の第２６条第６項には、存在

しない当組合の「分限に関する条例」が規定され、現在に至るまでの２３年間放置され

た状態でございます。 

このような状況を踏まえ、本組合が現在制定しております例規すべてを検証し、現行

法に適合したものとなっているのか、本来しなければならいものが無いか検証する必要

があると判断いたしまして、来年８月の定例会に関係議案上程を目指すこととし、これ

に係る経費を今回補正するものでございます。他組合との比較につきましては「筑慈苑

施設組合」の規程をご参照願います。 

また、事務局・組織体制につきましては、昨年６月までは田川市環境政策課課長と課

長補佐が事務局長・事務局次長を担っていましたが、一部事務組合は独立した固有の地

方自治体であることから、昨年７月より事務局長並びに事務局次長を廃止し、再任用職

員を管理職である所長として辞令交付しておりました。この職員は昨年度末で再任用期

間が終了し、今年度からは会計年度ではありますが引き続き所長としての任について頂

いておりました。しかしながら本年９月末でこの職員が退職したことから、管理職が不

在となる状況となったため、先程申し上げた例規等の検証並びに制定と合わせ、配布し

ております組織図のとおり、組合の運営の見直しなどの検討や緊急時における日常業務

に従事するため、事務局長及び事務局次長を再度配置する事といたしました。しかし、

当組合定数条例では常勤職員は２名と定めているため、常勤職員を増やすことができな

いことから、管理職として、事務局長や事務局次長を非常勤で市町村の担当部・課長級

を併任で充てることといたします。なお、事務局次長につきましては明日以降、手続き

が終わり次第発令したいと考えております。事務局長及び事務局次長には先ほどの条例

等の精査のほか、本組合の運営や組織体制などの今後の本組合の在り方について検討し、

副市町村長会議や市町村長会議を経て、本議会に報告することといたします。 

議員の皆様におかれましては、ご理解ご協力をいただきますよう、よろしくお願い申し

上げ、以上で報告を終わらしていただきます。 

◎議 長（佐々木博議員） 
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只今、管理者より報告が有りましたので、ご了承願います。次に移ります。日程第４

議案第４号「田川地区斎場組合職員の分限に関する手続及び効果に関する条例制定につ

いて」を議題と致します。提案理由の説明を管理者に求めます。 

（「議長」と呼ぶ声あり） 

◎議 長（佐々木博議員） 

  はい、黒土管理者。 

◎管理者（黒土管理者） 

議案第４号「田川地区斎場組合職員の分限に関する手続及び効果に関する条例の制定

について」につきましては、地方公務員法第２８条第３項の規定に基づき条例を定める

必要があることから、地方自治法第９６条第１項の規定により議会の議決を求めるもの

でございます。詳しい内容につきましては、事務局に説明させます。 

（「議長」と呼ぶ声あり） 

◎議 長（佐々木博議員） 

はい、仲村事務局長。 

◎事務局長（仲村福智町税務住民課長） 

それでは議案第４号「田川地区斎場組合職員の分限に関する手続及び効果に関する条

例の制定について」ご説明いたします。地方公務員法第２８条第３項の規定において、

「職員の意に反する降任、免職、休職及び降給の手続及び効果に関しては条例で定めな

ければならない」とされていることから、本組合において必要な事項を定めるため、本

条例を制定するものでございます。内容としましては、降給の種類や降任に伴う給料の

取り扱い、心身の故障に伴う対応、休職の期間などの取り扱いなどを定めるものでござ

います。なお、対象となる事案は、本条例の公布日以降に発生したものが対象となりま

す。以上で説明を終わります。  

◎議 長（佐々木博議員） 

只今、議案第４号についての説明が終了しました。ここで質疑に移ります。質疑はご

ざいませんか。 

（「議長」と呼ぶ声あり） 

◎議 長（佐々木博議員） 

はい。柿田議員。 

◎議 員（柿田孝子議員） 

ちょっと質問なんですけども、先ほど管理者の方から説明がございました、今までの

斎場組合の条例の中に、この分限に関することがなかったので、今回条例を制定して加

えていくっていう捉え方なのか。ちょっとお尋ねしたいなと思ってました。それと、分

限に関する手続き効果及びこの条例を制定することで、今ちょっと説明されましたけど

も、具体的にどのようになるのかお尋ねをしたいと思います。 

（「議長」と呼ぶ声あり） 

◎議 長（佐々木博議員） 

はい、黒土管理者。 

◎管理者（黒土管理者） 

最初の質問についてお答えさせていただきます。今回先ほど申しました、９月に職員

が退職いたしました。そのときに条例等ですね、うちの事務を今回、事務局長をお願い
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しております仲村が精査する中で分限が無いということを発見しました。それでは制定

しなければいけないということで、今回、制定させていただいております。次の質問は、

事務局長より説明します 

（「議長」と呼ぶ声あり） 

◎議 長（佐々木博議員） 

はい、仲村事務局長。 

◎事務局長（仲村福智町税務住民課長） 

今後どのようになるかということなんですが、例えば休職をした場合を取り扱いとか、

その期間とかという規定がございませんでしたので、何もできない状態になっておりま

した。この条例自体は、どの自治体も整備されたものでございますので、何かしらの事

象が発生した場合については対応できなかったものが対応できるように、なるというこ

とになります。以上でございます。 

◎議 長（佐々木博議員） 

他に質疑はないでしょうか。ないようですのでこれで質疑を終わります。これより討

論に移ります。討論はございませんか。よろしいですか。 

（「なし」の声あり）  

◎議 長（佐々木博議員） 

これで討論を終わります。これより採決いたします。本決算は原案の通り可決するこ

とにご異議ございませんか。  

（「異議なし」の声あり） 

◎議 長（佐々木博議員） 

ご異議なしと認めます。 

◎議 員（柿田孝子議員） 

いいですか、すいません。決算じゃないと思うんですけど。議案です。 

◎議長（佐々木博議員） 

すいません。ご異議なしと認めます。よって、議案第 4 号「田川地区斎場組合職員の

分限の分限に関する手続き及び効果に関する条例の制定について」は、原案の通り、可

決することに決しました。次に移ります。日程第 5、議案第 5 号「田川地区斎場組合職 

員の懲戒の・・ 

（「議長」と呼ぶ声あり） 

◎議長（佐々木博議員） 

はい。柿田議員。 

◎議 員（柿田孝子議員） 

すいません。いいですか。先ほど決算と言われたので、これは議案なので、言い直し

をしないと、これは本会議ですので、いけないと私は思います。決算って言われました

よ。言われました。決算って聞こえました。書き間違い・・うん、そこは言い直したほ

うがいいと思います。 

◎議長（佐々木博議員） 

すいません。先ほど決算と言ったところが間違ってました。すいません。議案第 4 号

「田川地区斎場組合職員の分限に関する手続き及び効果に関する条例制定について」は、

原案の通り可決することにご異議ございませんか。 
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（「異議なし」の声あり）。 

◎議 長（佐々木博議員） 

ご異議なしと認めます。よって、議案第 4 号田川地区斎場組合職員の分限に関する手

続き及び効果に関する条例の制定については、原案の通り可決することに決しました。

次に移ります。日程第 5、議案第 5 号田川斎場組合職員の懲戒の手続き及び効果に関す

る条例の制定についてを議題といたします。提案理由の説明を管理者に求めます。 

（「議長」と呼ぶ声あり） 

◎議 長（佐々木博議員） 

  はい、黒土管理者。 

◎管理者（黒土管理者） 

議案第５号「田川地区斎場組合職員の懲戒の手続き及び効果に関する条例の制定につ

いて」につきましては、地方公務員法第２９条第４項の規定に基づき条例を定める必要

があることから、地方自治法第９６条第１項の規定により議会の議決を求めるものでご

ざいます。詳しい内容につきましては、事務局に説明させます。 

（「議長」と呼ぶ声あり） 

◎議 長（佐々木博議員） 

はい、仲村事務局長。 

◎事務局長（仲村福智町税務住民課長） 

議案第５号「田川地区斎場組合職員の懲戒の手続き及び効果に関する条例の制定につ

いて」につきましては、先ほどの議案第 4 号と同様に、地方公務員法第２９条第４項に

おきまして、職員の意に反する処分等は条例で定めなければならないと規定されており

ますが、規定されていないことが今回判明したため、本組合において条例を制定するも

のでございます。内容としましては処分の種類や処分の伝達の方法を定めるものであり

ます。なお、対象となる事案につきましては、本条例の公布日以降に発生したものが対

象となります。以上で説明を終わります。 

◎議 長（佐々木博議員） 

只今、議案第５号についての説明が終了しました。ここで質疑に移ります。質疑はご

ざいませんか。 

               （「なし」の声あり）                

◎議 長（佐々木博議員） 

質疑が無いようですので討論に移ります。討論はございませんか。 

（「なし」の声あり）  

◎議 長（佐々木博議員） 

無いようですので採決に移ります。議案第５号「田川地区斎場組合職員の懲戒の手続

き及び効果に関する条例の制定について」は、原案のとおり決することにご異議ござい

ませんか。  

（「異議なし」の声あり） 

◎議 長（佐々木博議員） 

異議なしと認めます。よって、議案第５号「田川地区斎場組合職員の懲戒の手続き及

び効果に関する条例の制定について」は、原案のとおり可決することに決しました。次

に移ります。日程第６、議案第６号「田川地区斎場組合長期継続契約を締結することが
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できる契約を定める条例の制定について」を議題と致します。提案理由の説明を管理者

に求めます。 

（「議長」と呼ぶ声あり） 

◎議 長（佐々木博議員） 

  はい、黒土管理者。 

◎管理者（黒土管理者） 

議案第６号「田川地区斎場組合長期継続契約を締結することができる契約を定める条

例の制定について」につきましては、地方自治法第２３４条の３及び地方自治法施行令

第１６７条の１７の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約に関し条

例で定める必要があることから、地方自治法第９６条第１項の規定により議会の議決を

求めるものでございます。詳しい内容につきましては、事務局に説明させます。 

（「議長」と呼ぶ声あり） 

◎議 長（佐々木博議員） 

はい、仲村事務局長。 

◎事務局長（仲村福智町税務住民課長） 

議案第６号「田川地区斎場組合長期継続契約を締結することができる契約を定める条

例の制定について」につきましては、地方自治法第２３４条の３及び地方自治法施行令

第１６７条の１７の規定に基づき、パソコンやコピー機のリース契約、保守点検など、

契約の性質上翌年度以降にわたり契約を締結しなければ当該契約に係る事務の取扱い

に支障を及ぼすような物品又は役務の提供に係る契約に限定し、その契約の種類等を定

めるものでございます。なお、この条例につきましては田川地区のすべての自治体で既

に同様の条例が制定されております。以上で説明を終わります。 

◎議 長（佐々木博議員） 

只今、議案第６号についての説明が終了しました。ここで質疑に移ります。質疑はご

ざいませんか。 

（「議長」と呼ぶ声あり） 

◎議 長（佐々木博議員） 

はい。小林議員。 

◎議 員（小林義憲議員） 

この田川地区斎場組合長期継続契約を締結の件でですね、第 2 条に長期継続が締結で

きることができる契約は次に掲げるものとするということで、１は理解できるんですけ

ど、２の庁舎（付属設備を含む）、維持管理、その他役務の提供を受ける契約。経常的か

つ継続的に当該役務の提供を受ける必要があるものとされておりますが、これはどんな

契約なのかもっと具体的に詳細な内容があればお尋ねしたいと思います。それと第３条

でですね。５年以内。ただし管理者が特に必要と認めるものについてはこの限りではな

いと。あるんですけど。特に必要と認めるものと書いてあるんですが、どんなケースが

考えられるのか。また、５年以内とする、どれぐらい延長することも想定しているのか

お尋ねしたいと思います。 

（「議長」と呼ぶ声あり） 

◎議 長（佐々木博議員） 

  はい、黒土管理者。 
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◎管理者（黒土管理者） 

はい。お答えさせていただきます。その他の管理者が必要と認めるものということに

ついてお答えさせていただきますけども、特段の事案がない限りはですね、それは管理

者が必要とするものについては、決断いたしません。この案件については、その都度報

告しながら、決定していきたい、そういうふうには考えております。 

（「議長」と呼ぶ声あり） 

◎議 長（佐々木博議員） 

はい、仲村事務局長。 

◎事務局長（仲村福智町税務住民課長） 

条例の第２条（２）に規定されております。維持管理及び役務に関するものにつきま

しては、基本的には清掃道具の使用料等があって、警備の委託料など一般的な日常管理

のものを想定しています。期間としましては、基本的に５年以内となっておりまして、

リース契約など、現在の商取引では、基本的には５年以内のものが多数みられると思う

んですが、場合によっては６年、７年っていうものを、あるかもございません。この部

分については、その都度判断していただこうと考えております。以上でございます。 

（「議長」と呼ぶ声あり） 

◎議 長（佐々木博議員） 

はい、小林議員。 

◎議 員（小林義憲議員） 

今、管理者からは特段な事案とか案件、また課長からはですね。はい。庁舎のですね、

基本的には清掃、一般的な日常的なものをあげておりますけれど、いや、これは内容を

きちっと精査してあげるべきではないかなと私は思います。やはり、ちょっと曖昧な書

き方をされると、いわゆる先々また混乱をきたすんではないかなと。そして、第 4 条に

ですね管理者が長期継続契約に関して必要な事項、今先ほど、管理者から説明がありま

したけど、やはり少し、もうこれはもうちょっと私は曖昧すぎる内容であるので、もう

少し中身をきちっとしていただきたいと思います。それと私ども田川市の場合はですね、

これは長期継続契約を締結する条例があるんですけど、その条例に対してはやはりソフ

トウェア情報通信とか書いておりますので、庁舎の施設の維持管理、というのはやっぱ

り正当の時に入るんじゃないかと思いますので、やはりそこの中身についてはもう少し

きちんとですね、契約等あると思いますので、やはり文章を入れるべきじゃないかなあ

と思います。 

（「議長」と呼ぶ声あり） 

◎議 長（佐々木博議員） 

  はい、黒土管理者。 

◎管理者（黒土管理者）      

今条例の中でソフトウェアとか説明することでですね、それが判断できるものについ

ては、もっと詳しく余分に書く必要があると思います。それは考えられますけども、そ

れ以外にこれに条例にないものについては、やはり運営管理者の判断ということで、適

用させていただきたい。可能な限りこの条例の中にこういうものについては、これは、

自分たちが判断できないという部分ではないと思いますので、やはり職員がこの中にな

い、詳細について明細が少ないということでありますから、その部分についても、もう
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一度詳細に説明できるように、条文を追加できればというふうには考えてはおります。 

（「議長」と呼ぶ声あり） 

◎議 長（佐々木博議員） 

はい。小林議員。 

◎議 員（小林義憲議員） 

どうもありがとうございます。さっき組合管理者の説明がありましたけれども、いや、

もう少し私は具体的に詳細で文書を入れ込むべきだと思っております。だから、今回は

出来ましたら、第 3 条と第 4 条にある管理者が、特段に、別に定めるという文言だけは

外していただきたいという意見でおられると思います。 

◎議 長（佐々木博議員） 

他に質疑はございませんか。  

（「議長」と呼ぶ声あり） 

◎議 長（佐々木博議員） 

はい。柿田委員。 

◎議 員（柿田孝子議員） 

小林議員と少しダブる部分があるかと思うんですけども、第 4 条で、この条例に定め

るもののほか、長期契約、長期継続契約に関し必要な事項は管理者が別に定めるという

ふうにありますが、具体的にどのようなことを想像できるのかなとそれは今から具体的

に示していくっていう答弁だったのかなと思うんですけど、ちょっとそのあたりと、今

後こういうふうに管理者が別に定めるときに、場合については、管理者がきちっと議会

で報告をして契約していくということだったのか、ちょっと再度確認をさせてください。 

（「議長」と呼ぶ声あり） 

◎議 長（佐々木博議員） 

  はい、黒土管理者。 

◎管理者（黒土管理者） 

この条例について載っている部分については、説明の必要はいらないと思いますけど

も、これの条文にないものについて、実施すれば、その時点で報告する必要はあるかも

しれません。それは文言ではなくて、口頭での説明になるかと思います。 

（「議長」と呼ぶ声あり） 

◎議 員（柿田孝子議員） 

今の口頭での説明っていうのは、この、こういう契約をしていこうと思うけどもとい

う、口頭での説明なのか、この長期契約を、この事業についてしていこうと思ってちゃ

んと議会に提案をされていくっていうのか。そこら辺をちょっとはっきりして、答弁し

ていただきたいと思います。  

（「議長」と呼ぶ声あり） 

◎議 長（佐々木博議員） 

  はい、黒土管理者。 

◎管理者（黒土管理者） 

先ほど事務局の方からソフトウェアの更新も 5 年であったり 7 年であったりというこ

とを説明いたしました。その部分についてですね、説明をしていく。要するにこの条文

にないものについて、契約する部分が出てくると思いますけどもその部分については、
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これは 7 年になります。そういうふうに説明させていただきたいということでございま

す。 

（「議長」と呼ぶ声あり） 

◎議 長（佐々木博議員） 

はい、仲村事務局長。 

◎事務局長（仲村福智町税務住民課長） 

補足でございますが、基本的には債務負担行為というものがありまして、年度を跨ぐ

場合につきましては、補正、予算書上でですね、複数年度の期間と、それと上限額を設

定したものを、あらかじめ議会の承認をいただいて予算化をいたします。それ以外のも

ので、物品とか、コピー機とかですね、こういったリース契約が基本になってるような

一般的な商取引によるものにつきましては、債務負担行為を経ずに、契約ができるもの

でございますので、額としてはそんなに大きいものではなく、月にいくらとか、この少

ないものが対象になると思われますので、物品及び役務に関しては、その都度起きるも

のではなく、常に発生しているようなものが対象になるということになります。詳細に

ついてはですね種類につきましては、このあと事務局長、事務局次長皆さんに寄っても

らって、規則の方でその種類具体的な種類をあげたいと考えております。以上です。 

（「議長」と呼ぶ声あり） 

◎議 長（佐々木博議員） 

はい。楠木議員。 

◎議 員（楠木静則議員） 

いいですか。今私はここ初めて見るんですけど、この管理者が別に定めるとかね。こ

れは昔からあったんですか。こういうことが、これは条例に入っちょったんですか、昔

から、今度入れたんですか。前から入っちょったものなのか、それをちょっと聞きたい。 

（「議長」と呼ぶ声あり） 

◎議 長（佐々木博議員） 

  はい、黒土管理者。 

◎管理者（黒土管理者） 

以前より入っております。 

（「議長」と呼ぶ声あり） 

◎議 長（佐々木博議員） 

はい。楠木議員。 

◎議 員（楠木静則議員） 

以前からに入っていたなら、なんで今更こんなこと言うんですかね。管理者がその必

要と認めるなら。これはいいんじゃないですか。何で今更こんなんをいうんですか。私

は以上です。 

◎議 長（佐々木博議員） 

他に質疑は・・ 

（「議長」と呼ぶ声あり） 

◎議 長（佐々木博議員） 

  はい、森下議員。 

◎議 員（森下喬廣議員） 
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はい。糸田町の森下です。先ほど事務局長から具体的なものについては、規則によっ

て定めるというふうにあります。ただ、この条例を見る限り第 4 条ではですね、管理者

が別に定めるというふうになってます。先ほどのですね、例えば懲戒の手続き及び効果

に関する条例についてに関してはですね、第５条必要な事項は規則で定めるというふう

にきちんとうたっておりますが、この今の条例に関しては別に定めるというふうになっ

ております。先ほどの事務局長の話では規則で定めるということがあったので、この文

言は別に定めるではなくて、規則で定めるというふうに修正したほうがいいのではない

でしょうか。以上です。 

◎議 長（佐々木博議員） 

ほかに質疑はございませんか。  

（「なし」の声あり）  

◎議 長（佐々木博議員） 

これで質疑を終わります。これより討論に移ります。討論はございませんか。 

（「議長」と呼ぶ声あり） 

◎議 長（佐々木博議員） 

はい。小林議員。 

◎議 員（小林義憲議員） 

説明いただいて多様な意見があると思うんですけど、先ほど規則を入れるということ

なんですけども、これはもう議論なんですけど、そういう形で具体的な、私は文言が入

ってない。またそこで恣意的な運用が解釈次第、解釈が拡大されるおそれがありますの

で、今回のこの条例に対しては反対を申し上げたいと思います。 

◎議 長（佐々木博議員） 

はい。ほかに討論はありませんか。これで討論を終わります。これより採決に移りま

す。採決の方法は、起立によりたいと思います。本案に賛成の方の起立を求めます。 

(起立多数) 

◎議 長（佐々木博議員） 

賛成多数であります。よって、議案第６号「田川地区斎場組合長期継続契約を締結す

ることができる契約を定める条例の制定について」は、原案のとおり可決いたしました。

次に移ります。日程第７ 議案第７号「田川地区斎場組合職員の給与に関する条例の一

部を改正する条例の制定について」を議題と致します。定案理由の説明を管理者に求め

ます。 

（「議長」と呼ぶ声あり） 

◎議 長（佐々木博議員） 

  はい、黒土管理者。 

◎管理者（黒土管理者） 

議案第 7 号「田川地区斎場組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定

について」報告いたします。議案第４号でご承認いただきました「田川地区斎場組合職

員の分限に関する手続及び効果に関する条例制定について」に適合させるための改正で

ございます。条例番号は公布時に番号を取得しますので、番号は記載しておりません。

以上で議案第７号の概要を終わらさせていただきます。ご承認いただきますよう、よろ

しくお願い申し上げます。 
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◎議 長（佐々木博議員） 

只今、議案第７号についての管理者の説明が終わりました。ここで質疑に移ります。

質疑はございませんか。 

               （「なし」の声あり）               

◎議 長（佐々木博議員） 

質疑が無いようですので討論に移ります。討論はございませんか。 

（「なし」の声あり）  

◎議 長（佐々木博議員） 

無いようですので採決に移ります。議案第７号「田川地区斎場組合職員の給与に関す

る条例の一部を改正する条例の制定について」は、原案のとおり決することにご異議ご

ざいませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

◎議 長（佐々木博議員） 

異議なしと認めます。よって、議案第７号「田川地区斎場組合職員の給与に関する条

例の一部を改正する条例の制定について」は、原案のとおり可決することに決しました。 

次に移ります。日程第８、議案第８号「令和６年度田川地区斎場組合一般会計補正予算

第２号について」を議題と致します。提案理由の説明を管理者に求めます。 

（「議長」と呼ぶ声あり） 

◎議 長（佐々木博議員） 

 はい、黒土管理者。   

議案第８号「令和６年度田川地区斎場組合一般会計補正予算（第２号）」について、ご説

明申し上げます。今回の補正は、条例等の整備に不備があるため、例規精査及び制定業

務に係る２ヶ年度の債務負担行為の設定および、本年度執行分の増額補正などでござい

ます。詳細につきましては、事務局より説明させていただきます。 

「議長」と呼ぶ声あり） 

◎議 長（佐々木博議員） 

はい、仲村事務局長。 

◎事務局長（仲村福智町税務住民課長） 

補足説明致します。議案第８号「令和６年度田川地区斎場組合一般会計補正予算（第

２号）」について、補足説明致します。１ページをお願いいたします。第 1 条でございま

すが、２ページ第１表のとおり補正額の歳入歳出の増減はございませんので、予算総額

は補正前の額と同額の 2 億 1338 万円でございます。第２条債務負担行為の補正につき

ましては、２ページの別表第２表をご覧ください。債務負担行為の事項としましては「例

規精査及び例規集作成（データベース含む）業務」とし、期間は令和６年度から令和７

年度までの２年間、限度額は 352 万円で設定するものでございます。４ページをお開き

ください。上限額 352 万円のうち令和６年度の支出見込み額である 88 万円を 12 節委託

料に増額し、この財源として 24 節積立金のうち、前年度剰余金分の追加積立金から同

額を減額するものでございます。業務内容につきましては、現在制定しています条例な

どの精査及び制定支援業務と追録の製作及びデーターベース化を図るものでございま

す。精査及び制定業務につきましては、令和７年８月召集予定の本組合定例会に上程で

きるよう進めたいと考えております。また、このような追録につきましては、来年度末
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までに制作し、構成市町村に配布したいと考えております。なお、製作後に改正等があ

った際は差し替えを行う予定でございます。以上で説明を終わります。 

◎議 長（佐々木博議員） 

只今、議案第８号についての管理者の説明が終了しました。これより質疑に移ります。

質疑はございませんか。 

               （「なし」の声あり）               

◎議 長（佐々木博議員） 

質疑が無いようですので討論に移ります。討論はございませんか。 

（「なし」の声あり）  

◎議 長（佐々木博議員） 

無いようですので採決に移ります。議案第８号「令和６年度田川地区斎場組合一般会

計補正予算（第２号）」は、原案のとおり決することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

◎議 長（佐々木博議員） 

異議なしと認めます。よって、議案第８号「令和６年度田川地区斎場組合一般会計補

正予算（第２号）」は、原案のとおり可決することに決しました。以上で、本日の会議に

付された案件は、すべて、終了しました。これをもちまして、令和６年第３回田川地区

斎場組合議会臨時会を閉会いたします。お疲れ様でした。 


